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中小企業者等緊急支援補助金の概要
目的

新型コロナウイルス感染症の影響に加えて、原材料価格・燃料価格高騰によるあおり
を受けている市内の中小企業者を対象に、これらの影響を緩和するため支援金を給付
する。

補助対象

補助額

お問い合わせ

令和4（2022）年10月17日（月）～令和4（2022）年12月28日（水）

申請期間

中小企業者等緊急支援補助金事務局 コールセンター
電話 ０５０ʷ５３６９ʷ６２４９
（平日 午前９時００分～午後５時００分）

１

１事業者につき、上限10万円（１回限り）

※比較月の粗利益から対象月の粗利益を差し引いて得た額を補助額とし、１０万
円に満たない額はその額を補助額とする。

対象月

令和３年１０月から令和４年１１月までのいずれかの月

※比較月・・・対象月と同月であって、平成３１年１月から令和３年９月までの期間
から緊急支援補助金の交付の申請を行う者が選択した月をいう。

三島市内に主たる事務所又は事業所を有する中小法人等及び個人事業者等（※）

※「三島市内に主たる事務所又は事業所を有する」とは、確定申告書記載の納税
地（個人にあっては確定申告書の「住所」欄上段に記載の住所）が三島市内で
あることをいう。

※「中小法人等及び個人事業者等」とは、「中小企業者等緊急支援補助金交付要
綱第２条」に定めるところによる。



用語の説明

本補助金に関する主な用語の定義、意味は以下のとおりとします。

１ 中小法人等
法人のうち各事業年度終了の時において資本金の額もしくは出資金の額が１億

円以下の事業者をいいます。ただし、大法人（資本金の額が５億円以上である法
人等一定の法人）との間に当該大法人による完全支配関係がある法人は除く。

２ 個人事業者等
「個人事業者等」とは、次のいずれかに該当する者をいいます。

ア 個人で開業し、主たる収入を事業所得で確定申告した個人事業者
イ 雇用契約によらない業務委託契約等に基づく事業収入を主たる収入として、

雑所得又は給与所得で確定申告した個人事業者

３ 対象月
令和３年10月から令和４年11月までのいずれかの月の粗利益が、比較月の粗

利益と比較して、20％以上減少しており、かつ仕入額が20％増加している月の
うち、緊急支援金の交付の申請を行う者が選択した月をいいます。

※粗利益の対象月と仕入額の対象月は同年同月であることが必要です。

４ 比較月
対象月と同月であって、平成31年１月から令和３年9月までの期間から緊急

支援補助金の交付の申請を行う者が選択した月をいいます。

※粗利益の比較月と仕入額の比較月は同年同月であることが必要です。

５ 売上
商品やサービスを提供することで得られた額の合計をいいます。

６ 仕入額
売上に直結する費用で、自社製品の製造に必要な原材料や販売目的に入手

した商品等の購入額等の額の合計をいいます。

７ 粗利益
当月の売上から仕入額を差し引いて得た額をいいます。

２



申請について
ステップ１ 申請書類の入手

次の方法又は場所にて、申請に必要な書類を入手することができます。

（１）三島市ホームページからダウンロード

（２）三島市役所（本館及び大社町別館）

ステップ２ 申請書類の作成

以下の申請書類の作成をお願いします。

【中小法人等】

① 中小企業者等緊急支援補助金交付申請書（様式第１号）

② 誓約書（様式第２号）

③ 請求書（様式第３号）

④ 履歴事項全部証明書
※申請時から３カ月以内に発行されたものに限ります。

⑤ 直近の決算書の写し
※表紙、貸借対照表、損益計算書、製造原価明細書または一般管理費

明細書、株主資本等変動計算書、個別注記表

⑥ 主たる業種を証明する書類
（許認可の写し、チラシ、ホームページ、取引先からの請求書など）

⑦ 対象月及び比較月に係る法人事業概況説明書
※原則として、対象月及び比較月に係る法人事業概況説明書を提出していた
だきます。（例外的なケースはQ＆A36を参照。）

３

▲市ホームページはこちら



【個人事業者等（確定申告書Bに係る青色申告を提出した方）】
① 中小企業者等緊急支援補助金交付申請書（様式第１号）

② 誓約書（様式第２号）

③ 請求書（様式第３号）

④ 直近の確定申告書の写し
※受付印など受付日がわかる申告書第一表、第二表

⑤ 主たる業種を証明する書類
（許認可の写し、開業届の写し、チラシ、ホームページ、取引先からの請求

書など）

⑥ 対象月及び比較月に係る所得税青色決算申告書（１～４面）
※原則として、対象月及び比較月に係る所得税青色決算申告書（１～４面）

を提出いただきます。
（例外的なケースについては、Q＆A39を参照してください。）

【個人事業者等（確定申告書Bに係る白色申告書を提出した方】
① 中小企業者等緊急支援補助金交付申請書（様式第１号）

② 誓約書（様式第２号）

③ 請求書（様式第３号）

④ 直近の確定申告書の写し
※受付印など受付日のわかる申告書第一表、第二表

⑤ 主たる業種を証明する書類
（許認可の写し、開業届の写し、チラシ、ホームページの写し、取引先からの

請求書など）

⑥ 対象月及び比較月に係る白色申告収支内訳書
※原則として、対象月及び比較月に係る白色申告収支内訳書を提出いただき

ます。（例外的なケースについては、Q＆A40を参照してください。）

⑦ 白色申告収支内訳書に係る会計帳簿など
※白色申告収支内訳書に月別の記載がないため、その根拠資料の提出は必須

となります。
※対象月、比較月ともに当該月を含む１月から１２月の売上及び仕入額が

確認できる会計帳簿などをご提出ください。

４



＜申請方法＞
郵送による申請

※未然にトラブル等を防止するため、必ず郵便物の追跡記録を確認できる特定記録郵便等
をご利用ください。

※感染症拡大防止のため、持参による提出はできませんので、あらかじめご了承ください。

＜受付期間＞
令和4年10月17日（月）から令和4年12月28日（水）まで（※消印有効）

＜郵送先＞
〒４２０ʷ０８５７
静岡市葵区御幸町８ʷ１ JADEビル４F
中小企業者等緊急支援補助金事務局

※切手を貼付の上、差出人の住所及び氏名を必ず記載してください。

５

【個人事業者等（確定申告書Aを提出した方】

※雇用契約によらない業務委託等契約書等に基づく事業収入を主たる収入として、
雑所得又は給与所得を確定申告Aにより申告した個人事業者

① 中小企業者等緊急支援補助金交付申請書（様式第１号）

② 誓約書（様式第２号）

③ 請求書（様式第３号）

④ 直近の確定申告書の写し
※受付印など受付日のわかる申告書第一表、第二表

⑤ 主たる業種を証明する書類
（許認可の写し、開業届の写し、チラシ、ホームページの写し、取引先から
の請求書など）

⑥ 対象月及び比較月に係る業務委託契約書の写しその他これに類する書類

⑦ 対象月及び比較月に係る収支を確認できる通帳の写し

※業務委託契約に係る収入が全収入に占める割合が50％未満の場合は、「主た
る収入」と見なさいものとし、本補助金の対象外とする。（P１９参照）



ステップ４ 申請内容の審査 （※三島市）

＜留意事項＞
（１）審査の際、申請書類が不明確な場合は、別途資料の提出をお願いする場合

があります。なお、期限までに提出を求めた書類の提出が無い場合や、
不明確な部分が改善されない場合は、不受理とする場合があります。

（２）申請者が虚偽その他不正な手段により、補助金の給付を受けた場合には、
補助金の全額返還を求めるものとします。

（３）申請書類は返却いたしませんので、あらかじめご了承ください。

（４）申請書類に不備や不足がある場合、確認のため当課から平日の昼間に
連絡しますので、申請書には必ず平日の昼間につながる電話番号を記入
してください。

ステップ５ 補助金の給付 ※三島市が実施

審査終了後、すみやかに補助金を指定された口座に振込みます。

※申請書類に不備や不足がある場合、返送や内容確認のため、給付（振込）が
遅れますので、申請書類の提出前に、必ず内容を確認してください。

※申請が一時期に集中する場合、給付（振込）が遅れることもありますので、
あらかじめご了承ください。

６



補助要件
補助要件について

Ｐ１の補助対象に該当するもののうち、以下の要件を満たす必要があります。

１ 交付対象事業を１年以上営んでおり、かつ、緊急支援補助金の受給後も事業を
営む意思があること。

２ 主たる事業が日本標準産業分類における次に掲げるいずれかであること。
※詳細については、P20～P21をご参照ください。

・大分類D 建設業
・大分類E  製造業
・大分類G 情報通信業
・大分類H 運輸業・郵便業
・大分類I 卸売業・小売業
・大分類L 学術研究・専門技術サービス業
・大分類N 生活関連サービス業・娯楽業
・大分類O 教育・学習支援業のうちO２教育・学習支援業（その他の教育・

学習支援業）
・大分類P 医療・福祉
・大分類R サービス業（他に分類されないもの）のうちR2サービス業（政治・

経済・文化団体、宗教を除く）

３ 粗利益について、対象月の額が、比較月と比較して、20％以上減少していること。

４ 仕入額について、対象月の額が、比較月と比較して、20％以上増加していること。

５ 市税を完納していること。

６ 三島市暴力団排除条例第６条第２項に規定する暴力団員等又は暴力団員等との密
接な関係を有する者ではないこと。

７ 三島市が実施する次に掲げる報償金の支給又は補助金の給付を受けていないこと。

ア 三島市新型コロナウイルス感染症対策公共交通事業者緊急支援事業

イ 運送事業者支援補助金交付事業

７



三島市が実施する次に掲げる報償金の支給又は補助金の給付を受けている事業者は、
本補助金の対象外となります。

市が実施する他の支援事業について

主たる事務所・事業所について

支援事業の名称 対象事業者
運送事業者支援補助金交付事業

運送事業者支援補助金交付事業事務局 ０５０ʷ５３６９ʷ６２４８
市内運送事業者

三島市新型コロナウイルス感染症対策公共交通事業者緊急支援事業 市内公共交通事業者

【市が実施する原油価格・物価高騰に係る支援事業】

※運送事業者支援補助金交付事業については、詳細は上記の事務局にお
問い合わせください。

※三島市新型コロナウイルス感染症対策公共交通事業者緊急支援事業に
ついては、申請受付は終了しています。

市内に主たる事務所または主たる事業所（事業を営む拠点）を有する中小法人等及
び個人事業者等が対象となります。

※具体的には、確定申告書記載の納税地が三島市内であることをいいます。
なお、個人にあっては確定申告書の「住所」欄上段に記載の住所が三島市内に
あることをいいます。

【中小法人等の場合】
ケース①：本社等の所在地が市内にあり、事業所または店舗等を市外に有する場合

→本補助金の対象になります。
ケース②：事業所または店舗等は市内にあるが、本社等の所在地が市外の場合

→本補助金の対象になりません。

【個人事業者等の場合】
ケース③：市外に住所があるが、市内に事業所または店舗等を有する場合

→本補助金の対象になりません。
ケース④：市内に住所があるが、市外に事業所または店舗等を有する場合

→本補助金の対象になります。

８



給付金額の算定方法

給付額の算定方法は次のとおりとなります。
※詳細は申請書の記載例などをご参照ください。

①対象月の粗利益を求めます。
対象月の売上から仕入額を差し引いて得た額が、対象月の粗利益となります。

A1＝B1ʷC1

A１：対象月の粗利益
B１：対象月の売上
C１：対象月の仕入額

②比較月の粗利益を求めます。
比較月の売上から仕入額を差し引いて得た額が、比較月の粗利益となります。

A2＝B２ʷC２

A２：比較月の粗利益
B２：比較月の売上
C２：比較月の仕入額

③粗利益の減少額を求めます。
比較月の粗利益から対象月の粗利益を差し引いて得た額が粗利益の減少額

になります。

S=A２ʷA１

S：粗利益の減少額
A１：対象月の粗利益
A２：比較月の粗利益

９

給付金額



④粗利益の減少率を求めます。

③の算定式により求めた額を比較月の粗利益で除して100を乗じ、小数点第
２位を四捨五入して小数点第１位で求めます。

G（％）＝S／A２×１００

G：粗利益の減少率（％）
S：粗利益の減少額
A2：比較月の粗利益

Gが20％未満の場合は、本補助金の対象外となります。

⑤仕入額の増加額を求めます。

対象月の仕入額から比較月の仕入額を差し引いて得た額が仕入額の増加額
となります。

Z１=C1ʷC2

Z1：仕入額の増加額
C1：対象月の仕入額
C2：比較月の仕入額

⑥仕入額の増加率を求めます。

⑤の算定式により求めた額を対象月の仕入額で除して100を乗じて、小数点第
２位を四捨五入して小数点第１位で求めます。

Z（％）＝Z1／C2×１００

Z：仕入額の増加率
Z1：仕入額の増加額
C2：比較月の仕入額

Zが20％未満の場合は、本補助金の対象外となります。

10



⑦申請額を決定します。

③の算定式で求めた額により1,000円未満の端数が生じたときは、これを切り
捨てます。

S=A２ʷA１

S：粗利益の減少額
A１：対象月の粗利益
A２：比較月の粗利益

S≧10万円の場合

→補助金は上限の10万円となります。

S＜10万円の場合

→補助金額はSとなります。

11



補助金の申請に関する注意事項

12

申請書（記入例）



13

誓約書（記入例）



14

請求書（記入例）



対象月及び比較月に係る根拠資料
中小法人等

15

〇法人事業概況説明書（裏面）の「18 月別の売上高等の状況」をもとに申請書に記入します。

〇粗利益＝当該月の「売上（収入）金額」ʷ当該月の「仕入金額」

対象月・比較月ともに上記の算式により算出のうえ、申請書
「４ 粗利益情報」に記入してください。

〇対象月・比較月ともに当該月の仕入金額
を申請書「５ 仕入額情報」に記入してく
ださい。

※「18 月別の売上高等の状況」欄と
申請書の単位は異なるため、注意してく
ださい。

※売上と仕入額の根拠となる数字がわか
るようにマーカーで囲うなどの対応をお
願いします。



個人事業者等（確定申告書Bに係る青色申告を提出した方）

16

〇所得税青色申告決算書第２面「月別の売上高等の状況」をもとに申請書に記入します。

〇粗利益＝当該月の「売上（収入）金額」ʷ当該月の「仕入金額」

対象月・比較月ともに上記の算式により算出のうえ、申請書「４ 粗利益情報」に記入
してください。

〇対象月・比較月ともに当該月の「仕入金額」を申請書「５ 仕入額情報」に記入してください。

※売上と仕入額の根拠となる数字がわかるようにマーカーで囲うなどの対応をお願いします。



個人事業者等（確定申告書Bに係る白色申告を提出した方）

17

〇白色収支内訳書に係る会計帳簿などをもとに申請書に記入します。

※売上と仕入額の根拠となる数字がわかるようにマーカーで囲うなどの対応をお願いします。

※この様式はあくまで一例を示すものであり、他の様式を妨げるものではありません。

〇対象月・比較月ともに当該月に係る「仕入」を合算のうえ算出し、申請書「５ 仕入額情報」に記入して
ください。
（具体例）４月１０日が４０万円、４月２０日が５０万円、４月３０日が１０万円の場合

４０万円＋５０万円＋１０万円＝１００万円
→１００万円を申請書「５ 仕入額情報」に記入します。

〇粗利益＝当該月に係る「売上」ʷ当該月に係る「仕入」

対象月・比較月ともに当該月に係る「売上」及び「仕入」は合算により算出してください。

当該月に係る「売上」及び「仕入」から上記の算定式により粗利益を求め、申請書「４ 粗利益情報」
に記入します。



個人事業者等（確定申告書Aを提出した方）
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〇対象月及び比較月に係る収支の確認できる通帳の写しをもとに申請書に記入します。

〇粗利益＝当該月に係る「売上」ʷ当該月に係る「仕入」

対象月・比較月ともに当該月に係る「売上」及び「仕入」は合算により算出してください。

当該月に係る「売上」及び「仕入」から上記の算定式により粗利益を求め、申請書
「４ 粗利益情報」に記入します。

〇売上については、「摘要」に記載された事業者名と添付資料の業務委託契約書の相手先の業者
名が一致している必要があります。

〇対象月・比較月ともに当該月に係る「仕入」を合算のうえ算出し、申請書「５ 仕入額情報」
に記入してください。
（具体例）４月１０日が４０万円、４月２０日が５０万円、４月３０日が１０万円の場合

４０万円＋５０万円＋１０万円＝１００万円
→１００万円を申請書「５ 仕入額情報」に記入します。

※売上と仕入額の根拠となる数字がわかるようにマーカーで囲うなどの対応をお願いします。
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＜業務委託契約に係る売上が全収入に占める割合＞
業務委託契約に係る売上が全収入に占める割合が50％未満の場合
は、「主たる収入」と見なさいものとし、本補助金の対象外とす
る。

（具体例）公的年金等50万円、業務に係る雑収入100万円（うち業
務委託契約に係る売上が50万円）の場合

50万円÷150万円×100≒33％⇒補助対象外

※※※



対象業種の一覧（参考）
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中小企業者等緊急支援補助金 対象業種一覧

コード

０６

０７

０８

０９

１０

１１

１２

１３

１４

１５

１６

１７

１８

１９

２０

２１

２２

２３

２４

２５

２６

２７

２８

２９

３０

３１

３２

３７

３８

３９

４０

４１

４２

４３

４４

４５

４６

４７

４８

４９

G　情報通信業 通 信 業

放 送 業

情 報 サ ー ビ ス 業

イ ン タ ー ネ ッ ト 附 随 サ ー ビ ス 業

映 像 ・ 音 声 ・ 文 字 情 報 制 作 業

倉 庫 業

生 産 用 機 械 器 具 製 造 業

電 子 部 品 ・ デ バ イ ス ・ 電 子 回 路 製 造 業

電 気 機 械 器 具 製 造 業

情 報 通 信 機 械 器 具 製 造 業

輸 送 用 機 械 器 具 製 造 業

そ の 他 の 製 造 業

H　運輸業、郵便業 鉄 道 業

※三島市新型コロナウイルス感染症対策公共交通事業者緊急支

援 事 業 と の 併 給 不 可
道 路 旅 客 運 送 業
※三島市新型コロナウイルス感染症対策公共交通事業者緊急支

援 事 業 と の 併 給 不 可

道 路 貨 物 運 送 業

※ 運 送 事 業 者 支 援 補 助 金 交 付 事 業 と の 併 給 は 不 可

水 運 業

航 空 運 輸 業

窯 業 ・ 土 石 製 品 製 造 業

鉄 鋼 業

非 鉄 金 属 製 造 業

金 属 製 品 製 造 業

は ん 用 機 械 器 具 製 造 業

な め し 革 ・ 同 製 品 ・ 毛 皮 製 造 業

大分類名 中分類名

総 合 工 事 業

職 別 工 事 業 （ 設 備 工 事 業 を 除 く ）

設 備 工 事 業

D　建設業

運 輸 に 附 帯 す る サ ー ビ ス 業

郵 便 業 （ 信 書 便 事 業 を 含 む ）

E　製造業 食 料 品 製 造 業

飲 料 ・ た ば こ ・ 飼 料 製 造 業

繊 維 工 業

木 材 ・ 木 製 品 製 造 業 （ 家 具 を 除 く ）

家 具 ・ 装 備 品 製 造 業

パ ル プ ・ 紙 ・ 紙 加 工 品 製 造 業

印 刷 ・ 同 関 連 業

業 務 用 機 械 器 具 製 造 業

化 学 工 業

石 油 製 品 ・ 石 炭 製 品 製 造 業

プ ラ ス チ ッ ク 製 品 製 造 業 （ 別 掲 を 除 く ）

ゴ ム 製 品 製 造 業

※宿泊業・飲食サービス業など対象にならない業種がありますので、ご確認ください。
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５０

５１

５２

５３

５４

５５

５６

５７

５８

５９

６０

６１

７１

７２

７３

７４

７８

７９

８２

８３

８４

８５

８８

８９

９０

９１

９２

９５

※本表は日本標準産業分類（平成２５年１０月改定）の中分類を一般化し、一部抜粋したものです。

I　卸売業、小売業 各 種 商 品 卸 売 業

繊 維 ・ 衣 服 等 卸 売 業

飲 食 料 品 卸 売 業

建 築 材 料 、 鉱 物 ・ 金 属 材 料 等 卸 売 業

機 械 器 具 卸 売 業

そ の 他 の 卸 売 業

各 種 商 品 小 売 業

織 物 ・ 衣 服 ・ 身 の 回 り 品 小 売 業

飲 食 料 品 小 売 業

機 械 器 具 小 売 業

そ の 他 の 小 売 業

無 店 舗 小 売 業

洗 濯 ・ 理 容 ・ 美 容 ・ 浴 場 業N　生活関連サービス業、
   娯楽業

O　教育、学習支援業
（O２　教育、学習支援事業
（その他の教育、学習支援
業））

そ の 他 の 教 育 、 学 習 支 援 業

廃 棄 物 処 理 業

そ の 他 の 生 活 関 連 サ ー ビ ス 業

医 療 業

保 健 衛 生

L　学術研究、
   専門・技術サービス

学 術 ・ 開 発 研 究 機 関

専 門 サ ー ビ ス 業 （ 他 に 分 類 さ れ な い も の ）

広 告 業

技 術 サ ー ビ ス 業 （ 他 に 分 類 さ れ な い も の ）

そ の 他 の 事 業 サ ー ビ ス 業

そ の 他 の サ ー ビ ス 業

R　サービス業
（他に分類されないもの）
（R２　サービス業（政治・経
済・文化団体、宗教を除
く））

社 会 保 険 ・ 社 会 福 祉 ・ 介 護 事 業

P　医療、福祉

自 動 車 整 備 業

機 械 等 修 理 業 （ 別 掲 を 除 く ）

職 業 紹 介 ・ 労 働 者 派 遣 業



必要書類を提出する

【共通】

□（１）中小企業者等緊急支援補助金交付申請書
□ 住所には、確定申告書記載の納税地（個人にあっては確定申告書の「住所」欄上段に記載

の住所）を記入していますか。
□ 日中連絡が取れる電話番号と普段使用しているメールアドレスを記入していますか。
□ 粗利益について、対象月の額が、比較月と比較して、20％以上減少していますか。
□ 仕入額について、対象月の額が、比較月と比較して、20％以上増加していますか。

□（２）誓約書（様式第２号）
□ 申請書の申請者欄に記載した住所及び氏名と一致していますか。

□（３）請求書（様式第３号）
□ 申請書の申請者欄に記載した住所及び氏名と一致していますか。
□ 口座名義人は、申請者と一致していますか。

（口座名義が申請者氏名と異なる場合は、委任状等の提出が必要となります。）
□ 押印はしましたか。

□（４）主たる業種を証明する書類
□ 許認可の写し、開業届の写し、チラシ、ホームページ、取引先からの請求書など主たる業種を

証明する書類は添付していますか。

【中小法人等】
□（１）履歴事項全部証明書

□ 申請時から３カ月以内に発行されたものですか。

□（２）直近の決算書の写し
□ 表紙、貸借対照表、損益計算書、製造原価明細書または一般管理費明細書、株主資本等変動計算書

及び個別注記表は添付していますか。

□（３）対象月及び比較月に係る法人事業概況説明書
□ 表紙と月別売上がわかるページ（裏面）を添付していますか。
□ 月別売上がわかるページ（裏面）で売上と仕入額の根拠となる数字がわかるようにマーカーで囲む
などの対応をしましたか。

必要書類一覧、チェックリスト

本補助金を申請するにあたり、次の書類を一式ご用意ください。
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【個人事業者等（確定申告書Bに係る青色申告書を提出した方）】

□（１）直近の確定申告書の写し
□申告書第一表に収受日付印が押印されていますか。

e-taxを通じて申告している場合は、受付日時が印字されていますか。
□申告書第一表、第二表を添付していますか。

□（２）対象月及び比較月に係る所得税青色決算申告書
□申告書の１～４面は添付していますか。
□申告書第２面で売上と仕入額の根拠となる数字がわかるようにマーカーで囲むなどの対応をしま
したか。

【個人事業者等（確定申告書Bに係る白色申告書を提出した方）】

□（１）直近の確定申告書の写し
□申告書第一表に収受日付印が押印されていますか。

e-taxを通じて申告している場合は、受付日時が印字されていますか。
□申告書第一表、第二表を添付していますか。

□（２）対象月及び比較月に係る白色申告収支内訳書

□（３）白色申告書収支内訳書に係る会計帳簿
□売上と仕入額の根拠となる数字がわかるようにマーカーで囲むなどの対応をしましたか。

【個人事業者等（確定申告書Aを提出した方）】

□（１）直近の確定申告書の写し

□申告書第一表に収受日付印が押印されていますか。
e-taxを通じて申告している場合は、受付日時が印字されていますか。

□申告書第一表、第二表を添付していますか。

□（２）対象月及び比較月に係る収支を確認できる通帳の写し
□売上と仕入額の根拠となる数字がわかるようにマーカーで囲むなどの対応をしましたか。
□業務委託契約に係る売上が全収入に占める割合は５０％以上ですか。

□（３）対象月及び比較月に係る業務委託契約書の写し


